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は じ め に 
 

 令和２年度事業年報をお届けします。 
WHO（世界保健機関）により世界的大流行（パンデミック）と発表された新

型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、発生から２年近く経過していますが、

未だに収束の兆しが無く予断を許さない状況にあります。 
長生地域におきましても、陽性患者は令和３年８月の１か月のみで６５０件

を超え、患者調査、患者の入院調整、積極的疫学調査、濃厚接触者等の行政検査、

自宅療養者の健康観察、軽症患者搬送等については、全所体制での対応に加えて

他部局の職員等の応援も得て実施してまいりました。引き続き管内医療機関、地

区医師会、市町村等と連携を図りながら、感染拡大防止に取り組んでまいります。 
地域住民の皆様には、感染防止の３つの基本～①身体的距離の確保、②マスク

の着用、③手洗いの励行～に加えて、“３密（密集、密接、密閉）回避の徹底”、

“室内でのこまめな換気”等の感染拡大防止対策を継続していただきますよう

御理解と御協力をお願いいたします。 
 
当保健所（健康福祉センター）は感染症対策業務だけでなく、従来より地域保

健対策の広域的、専門的、かつ技術的な地域の拠点として、健康危機管理体制の

確保や生涯を通じた健康づくり、結核・エイズ等の感染症対策、難病対策、精神

保健福祉対策、成人・老人・母子保健対策等の各種施策に取り組み、児童扶養手

当等の地域福祉事業、及び生活保護業務等も実施しております。 
令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の発生状況により、平常時の様々な

事業が縮小・中止・延期等となりましたが、令和３年度は感染状況により検討し、

事業の再開を図っているところです。 
 
これからも、管内市町村、医療機関、保健・医療・福祉関係機関・関係団体等

との一層の情報交換と連携を図りながら地域保健並びに地域福祉の推進に努め

てまいります。今後とも、御指導・御支援をよろしくお願い申し上げます。 
 

 
令和３年１１月 
        千葉県長生保健所（長生健康福祉センター）長 鎗田 和美                    
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凡 例 

１ 各表、図は、年とあるものは 1 月～12 月の暦年、年度とあるものは、4 月～翌年 3 月

の会計年度である。 

２ 各表中、年号表示のない資料は、令和 2 年度分（令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31

日） 

３ 各表欄外の注を参照のこと。 

４ 各表の数字は、単位未満を四捨五入してある。したがって、合計表と内訳の計が一致

しない場合がある。 

５ 各表の符号は、特にことわりのないほかは、次のとおりである。 

「０」掲載単位に満たないもの 

「－」該当なし 

「…」事実不詳又は資料なし 

「△」減少を示す 
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